
水道料金改定における中間検証

と き 令和７年１０月２８日（火） １３：３０～

ところ 柳井市役所 ４０１会議室

1柳井地域広域水道企業団
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１ 答申の概要と中間検証について



柳井市水道事業の健全な経営の在り方について（答申）の概要

4

現行の料金体系を継続
基本料金は据え置き、従量料金の単価を見直し

料金水準
・８．２１％の料金値上げが必要

料金体系
・基本料金は据え置き
・従量料金は１ヵ月当たり
１０㎥までの使用水量に対する水道料金
９３．５円→ １３２円（１㎥当たり）

令和５年１月１０日
第７回柳井市上下水道事業経営審議会

算定期間
・令和５年度から令和８年度までの
４年間



水道料金の内容
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（１）基本料金（税込） 据え置き

メ-タ-
口径

13ｍｍ 20ｍｍ 25ｍｍ 30ｍｍ 40ｍｍ 50ｍｍ 75ｍｍ 100ｍｍ 150ｍｍ

基本
料金

1,100円 1,100円 1,100円 1,485円 2,200円 6,820円10,560円14,410円33,990円
1か月
あたり

（２）従量料金（税込） 一部改訂（追加）

用 途 従量料金（１か月あたり１㎥につき）

一 般 用

10㎥まで 11㎥以上

132円（＋38円50銭） 271円70銭

臨 時 用 594円

家庭用（１３ｍｍ） ２０㎥ 使用した場合 （１か月あたり）

４，７５２円（料金改定前） ５，１３７円（料金改定後）



県内の水道料金一覧表

4,752 

1,705 1,705 

2,486 
2,865 

3,103 
3,380 
2,904 

4,708 

3,117 

4,744 
5,137 

1,534 

2,156 2,156 2,233 2,260 2,541 

2,750 

2,805 2,893 

3,091 

3,091 

3,432 

4,730 4,820 
5,130 

3,283 

4,989 

0

5,000

柳
井
市

下
松
市

和
木
町

岩
国
市

萩
市

光
市

防
府
市

長
門
市

美
祢
市

周
南
市

山
口
市

宇
部
市

下
関
市

阿
武
町

山
陽
小
野
田
市

上
関
町

周
防
大
島
町

田
布
施
・
平
生

県
内
平
均

企
業
団
平
均

料金改定前（令和4年4月1日時点) 料金改定後（令和7年4月1日時点)

家庭用（１３ｍｍ）２０㎥使用した場合、１か月あたり
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単位：円

改定により、県内で最も高い水道料金となった。



県内水道料金・下水道使用料一覧表（令和7年4月1日時点）
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単位：円 １か月あたり
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下水道使用料と合わせても高い水準にある



中間検証の項目

No 項目 内容

１

付帯意見①

適切な水道事業運営

答申した料金体系の維持だけにとらわれることなく、

今後新しく必要となった事業を先送りすることがないよ

う、効率的かつ計画的な事業運営に努めること。

付帯意見②

安定供給の継続

事故や災害による被害を防ぐために適正な管路や施設

の更新を継続的に実施し、将来にわたり水道の安定供給

に努めること。

２
付帯意見③

人材の育成

包括外部委託の実施等により職員数を削減し経費節減

に努めていることは評価できるが、安定して水道事業を

経営するため、事務職員、技術職員の育成に努めること。

ー
付帯意見④

中間検証

常に水道事業の経営状況を注視するものとし、令和７

年度には中間検証を行うものとする。

３ 新たな動き 経営統合（水道事業の経営統合）
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２ 付帯意見①、②について

２－１ 財政状況について
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有収水量の推移
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家事用は減少したが、企業活動が順調に推移。
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単位：千円

給水収益の推移

有収水量が上振れたため、増収となった。

料金改定

収益合計（計画）Ⓐ 1,428,333 

収益合計（改定なし計画）Ⓑ 1,354,616 

効果額 = Ⓐー Ⓑ 73,717 

料金改定による効果額（R4～R5）
単位：千円

有収水量上振れによる効果額（R4～R5）
単位：千円

収益合計（実績）Ⓒ 1,472,059 

効果額 = Ⓒー Ⓐ 43,726 
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単位：千円

収益的収入の推移

給水収益の増により上振れした。一方、国の高料金対策に係る繰入金が減少
したため、収益的収入は減少傾向となった。
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国の高料金対策に係る繰入金
                                               単位：千円
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13

単位：千円

費用の推移

各項目で年度ごとに増減はあるが、微増。
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単位：千円

費用の推移（職員給与費内訳）
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(決算又は予算を基に算出） 15

単位：千円

純損益の推移

計画上はR7に赤字になる見込みであったが、給水収益の上振れにより、黒字
となる見込み。

予算

料金改定
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２ー２ 布設整備計画の状況について



令和４年度 令和５年度 令和６年度

工事件数 １０件 １４件 ９件

総事業費 196,175,400円 227,702,400円 237,279,900円

配水管整
備延長

1464.0m 1,896.2m 1,710.3m

耐震化率
老朽化率

18.3％
16.6％

19.3％
20.0％

20.2％
22.2％

布設整備計画（配水管整備事業）の概要

17



管路の更新・耐震化

18

令和6年度西部幹線

配水本管布設工事

漏水の様子

令和７年７月２日

余田出張所付近
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管路の更新時に耐震性のある管を敷設し、耐震化を進めている。
耐震化率の目標値である２０％を達成。

令和５年度末の送水管耐震化率の全国平均 47%
内、給水人口1万人以上３万人未満の事業者の平均 31%
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20

管路の老朽化率

管路の更新を上回るペースで、耐用年数を過ぎた管（老朽管）が
増えている。

令和５年度末の老朽化率の全国平均 25.4%
内、給水人口1.5万人以上３万人未満の事業者の平均 22.9%



建設改良積立金の推移（平成27年～令和7年）
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積立金を取崩し、建設改良費に活用している。

見込

積立額(H30～R4)
213,604,882円

取崩し額(R5～R8)
213,604,882円

効果額 企業債借入額の抑制 74,694,000円（R5～R6）
支払利息の抑制 418,704円（利率1.4～2%,R6年度末）



２－３ まとめ①（中間検証）

・収益の状況…料金改定と企業活動に支えられ、好調

・費用の状況…ほぼ計画数値とおり

・配水管整備事業の状況…耐震化率の目標値２０％達成

・建設改良積立金の活用状況…借入や支払利息を抑制

→付帯意見①（適切な水道事業運営）

付帯意見②（安定供給の継続）に対する回答

適切な事業運営、安定供給を実現している
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３ 付帯意見③について

３－１ 新たな動き（水道事業の経営統合）



新たな動き（水道事業の経営統合）

24

令和７年４月１日 柳井地域広域水道企業団 開所式



柳井地域の概要

25

時期 水道事業のあゆみ

S20年9月
枕崎台風の被害により導水管流
出。２１日間給水不能となる。

S42年8月
～10月

異常渇水による給水制限

S43年5月
～6月

異常渇水による給水制限

S53年4月
～9月

異常渇水による給水制限

S57年12月 企業団に参加

H13年4月 企業団より全量受水開始

柳井地域は平地が少なく大きな河川がないことから、水資源に恵まれてい
ませんでした。水不足に苦労した状況を解消するため、山口県と広島県の県
境に建設された弥栄ダムを水源として、柳井地域の１市９町（現２市４町）
に水道用水を供給する目的で柳井地域広域水道企業団が結成され、平成１３
年から同企業団から全量受水を開始しています。

S５３年の異常渇水による給水制限



広域水道企業団事業計画

26

事業運営計画
経営資源（ヒト・モノ・カネ）やスケールメリットを活用
・構成団体ごとに異なる各種業務基準や運用方法の統一
・構成団体で共通する業務や物品等の一括発注
・経営統合前の業務委託の状況を踏まえた民間活用の推進やＤＸの推進

施設整備計画
・施設の再編とダウンサイジングを行い、更新費用や維持管理費を縮減
・施設・管路の更新に併せ、耐震化や給水基地を整備

財政運営計画
・構成団体ごとに会計を区分したセグメント経理
・各水道事業に必要な財産は、対象水道事業ごとに区分して管理
・国交付金や地方公営企業繰出制度を活用するとともに、事業間で短期
の資金融通を実施するなど、必要な財源を確保

・構成団体ごとに目標を定め、令和１６年度末における資金残高は年間
給水収益以上、企業債残高は年間給水収益の５倍以内を目標とする

令和７年度から令和１６年度までの１０年間の統合による試算結果で
は、全体で国交付金の活用による負担減に加え、維持管理経費の削減に
より４．７億円の効果を見込む



R7 R8 R9 R10～

企業会計システムの統合

＜営業業務＞
料金システムの統合

＜営業業務＞
営業窓口体制

＜営業業務＞
検針、調定、収納、滞納
整理業務の運用の統一

＜営業業務＞
収納方法の統一

＜運転監視業務＞
運転監視業務体制

＜保全業務＞
薬品の一括発注

主なロードマップ・事業ごとの整備状況

27

既存システムで暫定運用 新システム

既存システムで暫定運用 新システム導入

既存契約の引継ぎ 包括外部委託の統一

準備 収納方法の統一

現在の運用で暫定運用 運用の統一

現在の委託形態で暫定運用 包括委託

一括発注の検討 一括発注



３－２ まとめ②（中間検証）

・附帯意見③に対する回答

柳井地域の水道事業に携わる職員が集うことで

水道事業の組織・管理体制の強化を図る

→計画的な人材育成を企業団で実施することで

水道事業に従事する職員が持っている知識、経験を集約

事務職員、技術職員を確保、人材の育成へ

28
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４ 水道事業等審議会について

４ー１ 市町と企業団及び審議会の役割



〇地方公営企業法第１４
条の規定に基づき設置

〇審議会委員は、学識経
験者や水道利用者等から
選出

〇企業長が委嘱

⇦参与

⇩

⇩
水道料金の見直し（案）⇦参与

⇩

市町と企業団及び審議会の役割

30

〇市・町総合計画

〇所管課
⇩

計画書 ⇨【議会】
  報告

〇所管課
⇩

繰出金 ⇨【議会】
審議

〇事業毎に、水道ビ
ジョン等や施設整備
計画を策定

反映

〇事業毎に、将来の水需要
予測による財政シミュレー
ションを行い、給水収益な
どを算定

適正料金のあり方について

審議・検討

諮問

答申結果を受けて

【企業団議会】審議

柳井市 企業団 水道事業等審議会

答申協議

協議



料金算定期間、次の検証時期など

31

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

検証

改定

料金算定期間

経営統合

水道事業等審議会

諮問

R10以降
必要に応じて市町との協議の上、
算定要領に基づき検証し、
水道事業等審議会に諮問

参与会議・担当課長会議
にて経営状況を報告

毎事業年度



４－２ まとめ③（水道事業等審議会）

・水道事業等審議会の役割

柳井市との協議を受け、適正な水道料金についての検討が

必要となった場合、柳井市上下水道事業経営審議会に替わる

       附属機関（水道事業等審議会）を企業団において設置する

・次の水道事業等審議会について

開催時期：令和10年度以降

経営統合後の決算状況を勘案し、まずは事業計画の着実な

実行（システムや維持管理業務の統合）
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